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                  一般社団法人 全日本学校法人日本語教育協議会 

                                      代表理事 長沼一彦 

 

【一般社団法人 全日本学校法人日本語教育協議会の設立と取組みについて】 

 

Ⅰ．設立の背景と目的 

日本語教育推進議員連盟の設立趣旨に賛同し、国家戦略としての日本語教育の充実，「外

に開かれた日本国の新しい形」の実現に貢献すべく，日本語学校に求められる責任の自

覚と、日本語教育の質の確保、社会の要請に応える日本語教育体制の構築を目指すため

に設立した。 

日本語学校は，外国人の受入と教育を行う機関であり，教育の質と理念が問われる。従

来からの進学等の通過機関としてのみならず、学士を有する外国人に対する就職予備教

育としての日本語教育など，日本語学校の役割も変化している。 このような状況と将

来を踏まえ，その責務と使命を深く認識し、教育機関として社会的認知されている専修

学校と各種学校の日本語学校が協力することを指向する。 

日本語学校の課題である教育機関としての位置付け、所管官庁の指導，日本語学校の学

校法人化，教育・経営の評価と公開，より国際的で信頼性のある日本語教育、関わる人

材の育成と環境整備などを目指すものとする。  

 

Ⅱ．運営方針 

運営は、会員の協調・協働・共有の精神を基本に、シェアリング・エコノミー的な発想

で会員間の平等・公正・透明性と、活動成果の公平な享受を柱とする。 

 

Ⅲ．事 業 

以下の事業を行う。 

 1. 日本語教育の振興に関わる法体制の整備への協力 

 2. 国内外の日本語教育の連携のための調査研究 

 3. 教育の質の確保と向上のための勉強会・研修会・講演会等 

 4. 適切な第三者評価の確立 

 5. ICT 導入の推進および学習環境の多様化に関わる取組み 

 6. 日本語教育を就職機会に結びつける取組み  

 7. 日本語学習者への奨学金等財政的支援に関わる取組み 

 8. その他、前各号に掲げる事業に付帯又は関連する一切の事業 
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Ⅳ．会 員（2017 年 9月 1 日現在 順不同） 

 1. 学校法人長沼スクール 東京日本語学校 

 2. 学校法人明日香学園 明日香日本語学校 

 3. 学校法人瓜生山学園 京都文化日本語学校 

 4. 学校法人江副学園 新宿日本語学校 

 5. 学校法人香川学園 メロス言語学院 

 6. 学校法人共立育英会 共立日語学院 

 7. 学校法人国際ことば学院 国際ことば学院日本語学校 

 8. 学校法人国際ことば学院 富士山日本語学校 

 9. 学校法人静岡日本語教育センター  

10. 学校法人清風明育社 清風情報工科学院 

11. 学校法人大乗淑徳学園 淑徳日本語学校 

12. 学校法人東京国際大学 東京国際大学付属日本語学校              

13. 学校法人山野学苑 山野日本語学校 

  

                                   以 上 


